
学友会・⽗⺟会の会費代⾏徴収 

(1) 以下の会費の納⼊は、学校が⽗⺟会、学友会に代わって代⾏徴収するもので学納⾦等の
事務取扱規程に準じて取り扱う。 

費  ⽤ 納⼊期 納⼊期間  または期限 
請求⽅法 

及び⽅法 
備 考 

⽗⺟会⼊会⾦ 
世帯年額 
10,000 円 

５⽉２０⽇前後 
⾦額は前期の
学納⾦に含め
て徴収する 

⼊ 学 年
度 時 の
み 

⽗ ⺟ 会 会 費 
年額 
3,000 円 

前期 5 ⽉２0 ⽇前後 
後期 10 ⽉２0 ⽇前後 

⾦額は前期、
後期の学納⾦
に含めて徴収
する 

当 該 年
度毎 

学 友 会 会 費 
年額 
6,800 円 

前期 5 ⽉２0 ⽇前後 
後期 10 ⽉２0 ⽇前後 

⾦額は前期、
後期の学納⾦
に含めて徴収
する 

当 該 年
度毎 

卒業対策費 
１名 
50,000 円 

学納⾦と同じ 

⾦額は前期、
後期の学納⾦
に含めて徴収
する 

5 学年
時 の み
前 ・ 後
期 で 4
回分納 

同窓会⼊会⾦ 
１名 
12,000 円 

同上 
上記卒業対策
費に含まれる 

⽗⺟会会則から抜粋 第 6 章  会  計 
第 17 条 本会の経費は、会費・賛助会費ならびにその他の収⼊を以ってこれにあてる。 
第 18 条 会員の会費は、⼀世帯年額 3,000 円とする。賛助会員の会費は、役員会によって別
にこれを定める。 
第 19 条 会員の⼊会⾦は、⼀世帯年額 10,000 円とする。 
第 20 条 本会の会計年度は、4 ⽉ 1 ⽇に始まり、翌年 3 ⽉ 31 ⽇に終わる。 
第 21 条 本会の帳簿は、⽗⺟会事務所に備え、必要あるときは会員の閲覧に供する。 

同窓会会則から抜粋   第 6 章 会計 
第 10 条 本会の運営経費は⼊会⾦と年会費の収⼊をもってこれに充当する。ただし、必要に応
じて臨時会費の徴収及び寄付⾦を受けることができる。 
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三 その他、やむを得ない事情があると認められる場合
第 11 条 学納⾦の徴収猶予は、当該学⽣の保護者の申請にもとづき⾏う。
第 12 条 学納⾦の徴収猶予の申請期間は、次の各号に定める⽇までとする。

⼀ 前期は７⽉末⽇までとする 
⼆ 後期は 12 ⽉末⽇までとする

第 13 条 学納⾦の徴収猶予の期限は、次の各号に定める⽇までとする。
⼀ 前期は９⽉末⽇までとする 
⼆ 後期は翌年 1 ⽉末⽇までとする
三 特別な事情のある場合は保護者の希望する⽇に納⼊することができる。ただし当該

年度を越えることはできない 
第 14 条 徴収猶予の許可決定後、猶予事由が消滅した場合は、その許可を取消す。
第４章 請求・督促
第 15 条 請求は、保護者に請求書及び督促状を送付することをもって⾏う。
第 16 条 納⼊⽅法は銀⾏振込をもって⾏い、窓⼝での現⾦の取扱いは、特別に事情ある場合
を除き⾏わないものとする。
第 17 条 納⼊者が納⼊期限を過ぎても納⼊⾦を完納しない場合には、別表に定める時期に督
促するものとする。
２．再度、督促しても納⼊しない場合には、定期試験の停⽌、各種証明書の不発⾏等のほか、
学則第 28 条及び第 35 条の処置を⾏うものとする。
附 則

１ この規定は昭和 48 年 4 ⽉ 1 ⽇から実施する。
２ この改正規定は昭和 50 年 4 ⽉ 1 ⽇から実施する。
３ この改正規定は平成３年 4 ⽉ 1 ⽇から実施する。
４ この改正規定は平成 11 年 4 ⽉ 1 ⽇から実施する。
５ この改正規定は平成 16 年 4 ⽉１⽇から実施する。
６ この改正規定は平成 17 年 4 ⽉ 1 ⽇から実施する。
７ この改正規定は平成２２年４⽉１⽇から実施する。
８ この改正規定は平成２３年４⽉１⽇から実施する。
９ この改正規定は平成２６年４⽉１⽇から実施する。

別表
期 間 督 促 回 数 督促⽅法 宛先
前 期
後 期

第１回 納⼊期限経過後 １週間以内 保護者宛

前 期
後 期

第 2 回 第 1 回督促後 １週間以内 保護者宛

前 期
後 期

第３回 第２回督促後 １週間以内
保護者

連帯保証⼈
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サレジオ⼯業⾼等専⾨学校奨学⾦規程 

（⽬的）
第１条 この規程は、サレジオ⼯業⾼等専⾨学校（以下本校という）の奨学⾦に関し必要な事
項を定めることを⽬的とする。
（奨学⽣の種別）
第２条 この規程に基づいて奨学⾦を受ける者を奨学⽣という。その種別について以下の各号に
定める。

(1) 経済的要因により修学継続が困難な学⽣に適⽤する奨学⽣、以下「修学奨学
⽣」と称す 

(2) 留学⽣に適⽤する奨学⽣、以下「留学奨学⽣」と称す 
(3) 特待⽣⼊試による⼊学⽣に適⽤する奨学⽣、以下「特待奨学⽣」と称す
(4) その他理事⻑が特別に認める奨学⽣、以下「特別奨学⽣」と称す

（奨学⾦申請要件）
第 2 条の２ 第 2 条の各号について申請できるものの要件を以下に定める。

２ 修学奨学⽣は、学業成績、⼈物ともに良好で、経済的理由により学業の継続が困難
と認められる学⽣。または保護者の経済的要因により緊急に学業継続が困難になった
学⽣。

３ 留学奨学⽣は本校に留学している外国籍の学⽣。
４ 特待奨学⽣は特待⼊試制度によって⼊学した学⽣。
５ 専攻科奨学⽣は、本科の学⽣が推薦Ⅰ⼊試制度により選抜された学⽣。

（申請の⼿続き）
第３条 奨学⽣となることを希望する学⽣は、以下の各項をもって⼿続きするものとする。

２ 修学奨学⽣の⼿続きについては以下の各号の書類をもって申請するものとする。
(1) 本校奨学⽣願書
(2) 保護者（学費負担者）の収⼊を証明する書類
(3) 住⺠票（世帯全員記載）
(4) その他本校が必要と認めた書類

３ 留学奨学⽣の⼿続きについては以下の各号の書類をもって申請するものとする。
(1) 本校特待留学⽣奨学⽣願書
(2) 外国保護者の収⼊を⽰す書類
(3) 申請する学⽣の在留および修学資格を証明する書類
(4) 外国⼈登録証の写し
(5) 在留期間中の保証⼈の存在を⽰す書類
(6) 国際交流室⻑の推薦書
(7) その他本校が必要と認めた書類

４ 特待奨学⽣の⼿続きについては以下の各号の書類をもって申請する。
(1) ＡＯ⼊試（AOⅠ AOⅡ）、特待推薦⼊試（A1）、併願⼊試（B2）および

学⼒選抜⼊試において特待奨学⽣を希望することを⽰す書類
(2) ⼊試募集室⻑からの特待奨学⽣として採⽤したい意志を⽰す資料
(3) 推薦⼊試および併願⼊試の受験⼿続き関係書類 
(4) その他本校が必要と認めた書類

第 11 条 ⼊会⾦及び年会費の徴収について以下の各号のとおりとする。 
(1) 準会員は⼊会⾦を卒業時に納⼊するものとする。 
(2) 正会員は年会費は納⼊するものとする。ただし、⾼専を卒業した会員については、

卒業後 5 年間はこの限りではない。 
(3) 会費の徴収⽅法については別に定める。 
(4) ⼊会⾦、年会費については別途定める。 

学友会会則から抜粋 
第７条 (会費) 

1 会員は⼀定の年会費 6,800 円を定期的に納⼊しなければならない。 
2 災害等の特別な事情がある場合は年会費の全額または⼀部を免除することができる。 
3 会費の詳細に関しては｢会計規程｣に別途定める。 


